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第
七
条
中
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号

中
「
住
所
」
の
下
に
「
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
事
業
の
種

類
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
別
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
」
に
改
め
、
同
項

第
一
号
中
「
住
所
」
の
下
に
「
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

二

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
別

第
八
条
第
三
項
第
一
号
中
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
又
は
一

般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
以
下
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
項

第
四
号
中
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
住
所
」
の
下
に
「
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代

表
者
の
氏
名
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
中
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一

号
中
「
住
所
」
の
下
に
「
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

二

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
別

第
十
二
条
中
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
別

第
十
四
条
中
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一

号
中
「
住
所
」
の
下
に
「
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

二

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
別

第
十
五
条
第
一
項
中
「
路
線
を
定
め
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
」に
改
め
る
。

第
十
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
住
所
」
の
下
に
「
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
」を
加
え
る
。

第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
九
条
及
び
第
二
十
条

削
除

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
住
所
」
の
下
に
「
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中

「
事
業
の
種
類
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
別
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
四
条
第
二
項
第
七
号
、
第
八
号
、
第
九
号
又
は
第
十
号
」
を「
第
四
条
第
二
項
第
八
号
、

第
九
号
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
住
所
」
の
下
に
「
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中

「
事
業
の
種
類
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
別
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
四
条
第
二
項
第
七
号
、
第
八
号
、
第
九
号
又
は
第
十
号
」
を「
第
四
条
第
二
項
第
八
号
、

第
九
号
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
路
線
を
定
め
る
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動

車
運
送
事
業
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
又
は
事
業
区
域
」
を
「
、
事
業
区
域
又
は
営
業
区
域
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
四

条
第
二
項
第
七
号
又
は
第
八
号
」
を
「
第
四
条
第
二
項
第
八
号
又
は
第
九
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
路
線
を

定
め
る
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
中
「
事
業
の
種
類
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の

別
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
住
所
」
の
下
に
「
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
別

第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
事
業
の
種
類
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
一
般
乗
用
旅
客
自

動
車
運
送
事
業
の
別
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
路
線
を
定
め
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
乗
合

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
事
業
の
種
類
」
を
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の

別
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
一
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
一
節
の
二

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

（
許
可
申
請
）

第
二
十
六
条
の
二

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
申

請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車

運
送
事
業
許
可
申
請
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
第
四
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る

書
類
及
び
図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
計
画
）

第
二
十
六
条
の
三

法
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の

と
す
る
。

一

営
業
区
域

二

主
た
る
事
務
所
及
び
営
業
所
の
名
称
及
び
位
置

三

営
業
所
ご
と
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
の
数

四

自
動
車
車
庫
の
位
置
及
び
収
容
能
力

（
運
賃
及
び
料
金
の
届
出
）

第
二
十
六
条
の
四

法
第
四
十
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
運
賃
及
び

料
金
の
設
定
又
は
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
運
賃
及
び
料
金
の
実
施
予
定
日
の
三
十
日
前
ま
で

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
運
賃
及
び
料
金
設
定
（
変
更
）
届
出
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

設
定
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
運
賃
及
び
料
金
を
適
用
す
る
営
業
区
域

三

設
定
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
運
賃
及
び
料
金
の
種
類
、
額
及
び
適
用
方
法
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
新

旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。）

四

実
施
予
定
日

２

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
前
項
中
「
当
該
運
賃
及
び
料
金
の
実
施
予
定
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は

「
あ
ら
か
じ
め
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
営
業
区
域
に
つ
い
て
他
の
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
現
に
適
用
し
て
い
る
運
賃
及
び
料
金

と
同
一
の
運
賃
及
び
料
金
の
設
定
又
は
変
更
の
届
出
を
す
る
場
合

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
地
方
運
輸
局
長
が
必
要
が
な
い
と
認
め
た
と
き
。

（
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
申
請
）

第
二
十
六
条
の
五

法
第
四
十
二
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
書
を
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
（
書
類
及
び
図
面
に
よ
り
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
の
う
ち
事
業
計
画
の
変
更
に
伴
い

そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

™


